
美化清掃活動を行うとき

◇活動中の安全対策には十分注意し、けがなどのないようにしてください。

※活動により生じた損害などに下関市は責任を負いませんので注意してください。

◇ごみ袋・軍手以外の清掃用具など清掃活動に必要なものは、各団体で準備をお願いします。

◇地元自治会及び公共用地管理者とトラブルにならないように、活動前に清掃する旨をお伝えください。

ごみの収集が必要なとき

　提出してください。

◇分別した袋ごとに収集しやすい場所に集積してください。

　（収集車が横付けできない場所では収集できない可能性があります。）

◇清掃ごみと分かるように団体名の書かれた貼り紙をして集積してください。

◇収集できないごみを見つけた場合は、移動させると不法投棄ごみとして取り扱えないため、

　動かさずそのままにして、廃棄物対策課(電話252-7152)にご連絡をお願いいたします。

実績報告書の提出について

◇期間中（４月～翌3月末まで）の活動終了後、速やかに実績報告書を提出してください。

◇可能であれば、活動状況の写真を撮影いただき活動実績報告書とあわせてご提供ください。

※写真は、プリントアウトしたものや電子データのいずれでも可

e-mail　 pikapika@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

※ご提供いただいた写真の中から、市ホームページなどに掲載させていただきますので、
　ご理解とご協力をお願いいたします。

連絡先　環境部クリーン推進課

ＴＥＬ　252-7165

ＦＡＸ　252-1956

しものせき美化美化（ぴかぴか）大作戦　参加時のお願い

  しものせき美化美化(ぴかぴか)大作戦に参加される場合、以下の点に注意して実施してくださ
い。よろしくお願いいたします。

◇収集が必要な際は「自治会・ボランティア清掃ごみ収集依頼連絡票（ぴかぴか用）」を活動前に

◇清掃実施日から５営業日以内（祝日・年末年始を除く)に収集を行います。

　なお、清掃実施後に収集依頼連絡票を提出された場合は、書類確認後、５営業日以内(祝日・年末

　年始を除く)に収集を行います。

分別した袋は右のイラストのように、団体名の
書かれた貼り紙等をしてください。まとめて置いて
いれば、すべての袋に貼らなくても構いません。
また、家庭ごみの分別方法と異なりますので、

「自治会・ボランティア清掃ごみの分別方法」及び
「河川・海岸清掃ごみの分別方法」でご確認ください。

清掃ごみ

（団体名）


